
鳥取県③ 
 
1. 事業内容 
担当課等 商工労働部 産業振興総室 

TEL：0857-26-7243 FAX：0857-21-0609  
助成事業名 ・経営革新支援補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・以下の条件をいずれも満たす方 

(1)中小企業者（企業組合や任意グループ等を含む）で、県内に事務所または工場を

有する方 
(2)中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた方 

助成内容 ○対象となる産業財産権 
特許権、実用新案権、意匠権、商標権 

○補助・助成金の内容 
技術開発等に関する補助金のうち補助対象項目として産業財産権導入費の一部

を助成 
○制度を作った背景など 

県内企業が経営革新計画の実現に向けて取組む活動に対し助成を行うため。 
助成期間 ・最大 24 ヶ月 
助成金額、補助率 ・1/2 以内、上限 500 万円 
産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・随時 
審査（選考）方法 ・外部有識者を含む審査会において審査 
申請に係わる必要

書類等 
①鳥取県経営革新支援補助金交付申請書 
②様式第 2 号補足資料 
③承認済の経営革新計画申請書の写し 
④企業概要（パンフレット等でも可） 
⑤交付申請直近 2 期の決算書 
⑥県税納税証明書 

（各総合事務所県税局において、未納がないことの証明書を取得してください。）

支払い方法等 ・口座振込 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・Ｈ21 37 件、80,000 千円 

・Ｈ22 61 件、141,743 千円 
・Ｈ23 27 件、25,267 千円 

応募件数 ・Ｈ21 37 件 
・Ｈ22 61 件 
・Ｈ23 27 件 

事業予算規模  ８，０００万円 
パンフ等の有無  なし（募集要領等を HP に掲載） 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・年度末（3/31）および中間（9/30）の進捗状況報告 

・事業終了時の実績報告 
 

6. 今後の計画・予定等 
計画・予定等 ・未定 
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